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WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

Go To Webinar の利用方法(PC) 1/2

資料はこちらからダウンロードできます。

質問はこちらに入力して下さい。

矢印マークを押すと、パネルが折り

たたまれます（小さくなります。）

送信された質問は主催側のみに表示され、他の参

加者の方の画面には表示されません。
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講師

資料

「Webカメラ」をクリック

して、講師の画像の位
置を上下左右、好きな

位置に変更可能。

境界線を動かして、講

師画像と資料画像の
大きさを変更可能。

Go To Webinar の利用方法(PC) 2/2
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講師と資料の画面は同時に

映りません。左右にスワイプし

て、どちらかを選んでください。

また、画面をタッチ（ピンチ）

して、資料や画像を拡大して

見ていただくこともできます。

Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 1/2

講師／資料

資料の取得はこちらから

◆iPhoneの場合

講師／資料

質問はこちらから。

タップすると右の画面

になります。

質問を入力して、

「送信」をタップ

送信された質問は主催側のみ

に表示され、他の参加者の方

の画面には表示されません。
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Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 2/2

◆Androidの場合

資料

講師

資料の取得は

こちらから

資料

講師

質問はこちらから。

タップすると右の画

面になります。

質問を入力して、

「送信」をタップ
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本日の内容 – マドリッド制度における各種通知と証明書の請求–

5

1. マドリッド制度における各種通知

2. マドリッド登録部が発行する証明書及び抄本

1) 抄本の詳細版

2) 抄本の簡易版

3) 認証 (Attestation)

4) 国際登録証明書・更新証明書の謄本

5) 他の特別なサービス

6) 手続き

3. Q&A セッション

4. お知らせ
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ご質問

マドリッド制度を利用（代理含む）したことはありますか？

ある

ない
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本日の内容 – マドリッド制度における各種通知と証明書の請求–
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1. マドリッド制度における各種通知

2. マドリッド登録部が発行する証明書及び抄本

1) 抄本の詳細版

2) 抄本の簡易版

3) 認証 (Attestation)

4) 国際登録証明書・更新証明書の謄本

5) 他の特別なサービス

6) 手続き

3. Q&A セッション

4. お知らせ
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手続きの流れと各種通知

基礎出願
or 登録

実体審査

国際登録

本国官庁 WIPO 指定国 指定国での決定: 
保護 or 拒絶

12 or 18 ヶ月2 ヶ月 2 – 3 ヶ月

10 年

(1)出願・本国官
庁における認証

(2)国際事務局に
おける方式審
査・国際登録

(3)指定国における実体審査

(4)国際登録の管理（各種変更・更新）

国際登録
日

WIPOでの記
録及び通報

暫定拒絶通報
可能期間

管理:更新
10年ごと
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手続きの流れと各種通知

基礎出願
or 登録

実体審査

国際登録

本国官庁 WIPO 指定国 指定国での決定: 
保護 or 拒絶

12 or 18 ヶ月2 ヶ月 2 – 3 ヶ月

10 年

(1)出願・本国官
庁における認証

(2)国際事務局に
おける方式審
査・国際登録

(3)指定国における実体審査

国際登録
日

WIPOでの記
録及び通報

暫定拒絶通報
可能期間

管理:更新
10年ごと

欠陥通報（出願）

国際登録証

指定国官庁の審査結果等（保護認
容声明、二段階納付の通知等、暫
定拒絶、拒絶確定声明、更なる決

定、無効）

存続期間満了の非公式
の通知

更新証明書

各種変更類の記録

(4)国際登録の管理（各種変更・更新）

その他

（基礎商標の効
果の終了 等）
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[参考]WIPOのウェブサイト上の情報

https://www.wipo.int/madrid/ja/
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欠陥通報（出願）（規則11, 12(1), 13(1)）

国際登録出願が適切に要件を満たしていない場合（分類欠陥（規則

12(1)）、表示欠陥（規則13(1)）、その他の欠陥（主に料金）（規則

11））、WIPOは「欠陥通報」を出願人および本国官庁に送付。この通知には、

欠陥の内容、期限内（通常は３ヶ月）に修正する方法、その問題に対処する

べき者（欠陥の種類により、本国官庁または出願人が対象）、欠陥が是正さ

れない場合どうなるかが記載。
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欠陥通報（出願）サンプル
12
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国際登録証（規則14(1)）

国際登録出願に必要な情報がすべて記載され、欠陥がない・解消した場合、

WIPOは国際登録簿に記録（国際登録）し、その商標をWIPO Gazette of 

International Marks (公報) で公表し、国際登録出願で指定した締約国の官

庁に通報。合わせてWIPOは国際登録証を出願人に送付。
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国際登録証 サンプル
14
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保護認容声明（規則18の3(1)/(2)）

官庁が暫定拒絶通報を送付可能な期間中に拒絶の理由を発見しない場合

（規則18の3(1)）、または拒絶の理由が一部・全部撤回された場合（同

(2)）、保護認容声明を発行。
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保護認容声明 サンプル
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個別手数料の二段階目の納付の通知（規則34(3)）

ブラジル、キューバ、または日本を指定した場合、第２段階目の個別手数料

（二段階納付）の支払いの請求書が送付。
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二段階納付の通知 サンプル
18
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暫定拒絶通報（規則17）

官庁が商標に対する保護を拒絶する理由を見つけた場合（全体的または部分

的に関わらず）、WIPOに拒絶通報を通知。WIPOは名義人にこの拒絶通報を

通知。通報には、拒絶の理由、今後必要な手続き（応答期限を含む）、再

審査または審判の選択肢、現地代理人の要否等が記載。
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暫定拒絶通報 サンプル
20
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拒絶確定声明（規則18の3(3)）

官庁が商標の暫定拒絶通報を確定すると拒絶確定声明を通知。
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拒絶確定声明 サンプル
22
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更なる決定（18規則の3(4)）

最終決定の後、保護に影響する決定がなされた場合、通知が送付。例：不使

用取消が決定した場合、保護を拒絶する最終決定に対する審判・裁判が成立

した場合等
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更なる決定 サンプル
24



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

無効（規則19）

一定の要件が満たされていない場合、商標の保護が認めれた後でも、官庁から

国際登録の無効の通知が送られる場合あり。 例：例えば、米国またはフィリ

ピンで必要な、実際の使用に関する宣誓書を提出してない場合 等

25



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

無効 サンプル
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各種変更類の記録（規則25-27）

各種変更類（名義人の変更、限定等）が国際登録簿に記録されると、名義

人に通知。

名義人の変更、限定については、指定国官庁は、WIPOの通報日から18か月

以内に当該指定国において名義人の変更、限定が効力を有しない旨の宣言を

送付可能（規則27(4)/(5)）。
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期間満了の非公式の通知（規則29）と更新（規則30,31）

国際登録は10年ごとにWIPOに対して更新手続が可能。

WIPOは商標の国際登録が失効する日を明記した非公式の通知も送付。（こ

の通知が受領されなかったことによる免責はならない点にご留意ください。）

更新申請が要件を満たしていれば、WIPOはこれを国際登録簿に記録し、更新

証明書を送付。
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存続期間満了の非公式の通知 サンプル
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更新証明書 サンプル
30
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[参考]通報類の通知方法

2021年2月1日以降、出願人・代理人のメールアドレスの提示が義務化。提示しない場

合、欠陥通報の対象。

e-mailアドレスを記載した場合、国際事務局からの通知は全て電子的に通知され、書面

送付はされない。

代理人が任命された場合、国際事務局からの通報は原則代理人に通知され、名義人

には通知されない。

例外：次の場合は、名義人と代理人双方に通報類を通知

①代理人の選任に欠陥がある場合、②存続期間満了前の非公式通知、③更新の手

数料に不足がある場合、④更新がされなかった場合、⑤代理人から代理人選任の取消

がされた場合、取消が有効になるまで。
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本日の内容 – マドリッド制度における各種通知と証明書の請求–

32

1. マドリッド制度における各種通知

2. マドリッド登録部が発行する証明書及び抄本

1) 抄本の詳細版

2) 抄本の簡易版

3) 認証（Attestation）

4) 国際登録証明書・更新証明書の謄本

5) 他の特別なサービス

6) 手続き

3. Q&A セッション

4. お知らせ
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ご質問

国際登録簿の抄本・認証、または国際登録証・更新証明

証の謄本を取得したことはありますか？

1. 国際登録簿の抄本・認証はある

2. 国際登録証・更新証明証の謄本はある

3. 双方ともある

4. いずれもない
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証明書類の概要

抄本の詳細版（Detailed Certified Extract）

抄本の簡易版（Simplified Certified Extract）

認証 (Attestation)

国際登録証明書または更新証明書の謄本

34
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[参考]WIPOのウェブサイト上の情報

https://www.wipo.int/madrid/ja/
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抄本の詳細版（Detailed Certified Extract）

抄本の詳細版には、国際登録の手続の処理状況を分析した情報が記載。これ

には、WIPO 公報 (WIPO Gazette) で公表された状態の国際登録の認証謄本

に加えて、当該抄本の作成時点で国際登録簿に記録されているあらゆる事後

的な変更、拒絶、無効、保護認容声明、更正及び更新の記録の詳細が含ま

れる。

抄本の詳細版は、国際登録の出願に用いられた言語で作成。ただし、カバーペー

ジ (表紙) は英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、中国語及びロシア語に

対応し請求者が選択可能。

手数料：3ページまでは155CHF、以降は追加1ページごとに10CHF
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抄本の詳細版 カバーレターサンプル
37
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抄本の詳細版 サンプル
38
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抄本の詳細版 サンプル
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抄本の簡易版（Simplified Certified Extract）

抄本の簡易版には、国際登録に関してWIPO公報 (WIPO Gazette) に掲載さ

れた全ての事項の認証謄本に加えて、該当する場合には、当該抄本の作成時

点までに受領された保護拒絶通報、無効通報及び保護認容声明が含まれる。

抄本の簡易版は、国際登録の出願に用いられた言語で作成。ただし、カバーペー

ジ (表紙) は英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、中国語及びロシア語に

対応し請求者が選択可能。

手数料：3ページまでは77CHF、以降は追加1ページごとに2CHF
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抄本の簡易版 カバーレターサンプル
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抄本の簡易版 サンプル
42
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抄本の簡易版 サンプル
43
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[参考]抄本の詳細版と簡易版の費用比較例

簡易版 詳細版

基本手数料 77 CHF（最初の3ペー

ジ） + 2 CHF（以降追加1ページご

と）

基本手数料 155 CHF（最初の3ペー

ジ） + 10 CHF（以降追加1ページご

と）

ページ数:  121 ページ数: 13

合計 313 CHF 合計 255 CHF
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認証 (Attestation)

認証は、国際登録や出願の現在の状況に係る特定の情報を証明するもの。

更新手続中であることや、変更類を申請中であることも確認可能。

手数料：77CHF
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認証 サンプル（日本での保護）
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認証 サンプル（更新申請中）
（仮訳）WIPO国際事務局は

2021年5月3日に登録1082426

号の次の10年の更新申請を受
領していることを以下のとおり証

明する。

存続期間満了日

2021年5月16日

発行日

2021年6月8日

47
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認証 サンプル（現在の名義人情報）

（仮訳）WIPO国際事務局は
2018年12月11日に名義人の名
称・住所が正式に記録されたこ
とを以下のとおり証明する。
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国際登録証明書または更新証明書の謄本

国際登録の名義人または代理人は、国際登録証明書または更新証明書の謄

本を請求することが可能。

発行当時のもので、その後の変更類の反映はなし。

名義人または国際登録簿に記録されている代理人のみがこの請求を行うこと可

能。

手数料： 50 CHF

49



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

国際登録証明書の謄本 サンプル
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更新証明書の謄本 サンプル
51
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他の特別なサービス

認証 (Legalization)

至急対応（Expedited establishment）

52
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認証 (Legalization)

WIPOは、マドリッド制度の非締約国に対して国際登録簿の記載事項の抄本を

提出する目的で認証を必要とする方のために、抄本の認証の手配を実施。

なお、マドリッド制度の締約国における提出のために請求された国際登録簿の抄

本は、いかなる追加的な認証も原則免除されているため（議定書5条の3）、

認証は、マドリッド制度の非締約国によって請求された情報の有効性を公印/署

名により証明するもの。

WIPOの公印と権限ある者の署名が付された後に、ジュネーブ州事務局に提出さ

れ、署名の証明が実施。その後、当該非締約国の領事館または大使館に届け

られ、認証 (legalization) を受ける。

手数料： 75 CHF + ジュネーブ州事務局および各国の手数料*
* ジュネーブ州事務局の公式手数料は、抄本1通につき30 CHF。

* 非締約国の認証手数料は、抄本1通につき30 CHF から1,000 CHF まで様々。
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認証 (Legalization) サンプル
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至急対応（Expedited establishment）

至急対応では、受領確認日から5営業日以内*に、書類が作成され、速達便で

発送。 *認証 (Legalization)は対象外

追跡番号が利用可能。

手数料： 100 CHF
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Covid-19関連施策

2020年7月13日以降、抄本の詳細版・簡易版、認証 (Attestation)、国際登

録証明書・更新証明書の謄本は、PDF形式で電子でのみ提供。

明示的な請求があった場合、紙媒体で郵送。

認証 (Legalization)は引き続き郵送。

詳細は、Information notice No.52/2020 も参照

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_52.pdf

56
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手数料まとめ

種類 基本手数料 追加の手数料

抄本の詳細版 155 
最初の3ページまで

10 
以降追加1ページごと

抄本の簡易版 77 
最初の3ページまで

2 
以降追加1ページごと

認証（Attestation） 77 10
同一の情報が同一の請求されている各
追加の国際登録ごと

証明書の謄本 50

認証（Legalization） 75 + 30 (ジュネーブ州事務局手数料)
+ 各国次第 (各国手数料)

至急対応 100

*マドリッド議定書 料金表掲載
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手数料の支払方法

請求書の発行後の事後払い（事前支払不可）

請求書に記載の支払方法（銀行または郵便送金）またはWIPO予納口座は

使用可能。（クレジットカードは使用不可。）

58



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

参照番号

請求内容

請求金額

請求書 サンプル
59
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請求方法

Contact Madrid

https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

証明書及び抄本等に関する質問も以下よりお問い合わせ可能。

60
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請求方法

記載内容

 国際登録番号及び商標名（該当する場合）

 必要な書類の種類、及び該当する場合は、抄本のカバーページの言語の指定

 該当する場合は、希望する特別サービス (至急対応/認証（Legalization）)

 請求者の郵送先住所（希望する場合）

 請求書の送付先となる住所またはWIPO予納口座番号
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本日の内容 – マドリッド制度における各種通知と証明書の請求–

62

1. マドリッド制度における各種通知

2. マドリッド登録部が発行する証明書及び抄本

1) 抄本の詳細版

2) 抄本の簡易版

3) 認証（Attestation）

4) 国際登録証明書・更新証明書の謄本

5) 他の特別なサービス

6) 手続き

3. Q&A セッション

4. お知らせ
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Q&Aセッション
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本日の内容 – マドリッド制度における各種通知と証明書の請求–
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1. マドリッド制度における各種通知

2. マドリッド登録部が発行する証明書及び抄本

1) 抄本の詳細版

2) 抄本の簡易版

3) 認証（Attestation）

4) 国際登録証明書・更新証明書の謄本

5) 他のサービス

6) 手続き

3. Q&A セッション

4. お知らせ
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マドリッド制度の最新情報

マドリッド制度ウェブサイト

マドリッドニュース

マドリッド関連日本語ウェビナー
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WIPOウェブサイト

マドリッド制度ウェブ

サイトへのリンク

IP Services

をクリック
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WIPOウェブサイト (マドリッドページ)

WIPOニュースレ

ターの購読申込

（無料）
最新のマドリッド

関連ニュース

インターフェイスの

言語選択
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WIPO日本事務所ウェブサイト
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ウェビナー(オンラインセミナー)
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関1丁目4-2 

大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030

FAX: 03-5532-5031

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
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